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国立大学法人東京農工大学個人情報の保護に関する規程の一部改正 

現行 改正 改正理由 

目次 目次  
第1章 総則(第1条・第2条) 第1章 総則(第1条・第2条)  
第2章 本学における個人情報の取扱い(第3条－第11条) 第2章 本学における個人情報の取扱い(第3条－第 11条)  
第3章 個人情報ファイル(第12条) 第3章 個人情報ファイル(第12条)  
第4章 受付(第13条) 第4章 受付(第13条)  
第5章 開示、訂正及び利用停止 第5章 開示、訂正及び利用停止  
第1節 開示(第14条－第 28条) 第1節 開示(第14条－第28条)  
第2節 訂正(第29条－第 37条) 第2節 訂正(第29条－第37条)  
第3節 利用停止(第38条－第 43条) 第3節 利用停止(第38条－第 43条)  
第4節 審査請求(第44条－第 46条) 第4節 審査請求(第44条－第 46条)  

第5章の2 独立行政法人等非識別加工情報の提供(第46条の2

－第46条の16) 

第5章の2 独立行政法人等非識別加工情報の提供(第46条の2

－第46条の16)  

第6章 特定個人情報の取扱いに関する特例(第46条の17) 第6章 特定個人情報の取扱いに関する特例(第46条の 17)  
第7章 雑則(第47条－第 50条) 第7章 雑則(第47条－第50条)  
附則 附則  

 

本則 

 

本則  

   第1章 総則 第1章 総則  
(定義) 

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当

該各号に定めるところによる。 

(定義) 

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当

該各号に定めるところによる。 
 

(1)～(12) (略) (1)～(12) (略)  
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(13) 部局等 

国立大学法人東京農工大学組織運営規則第 3条第1項、第

3条の2第1項、第4条第2項、第5条第1項、第6条第1項

及び第3項、第9条第1項並びに第 11条第1項に定める組織

及び施設をいう。 

(13) 部局等 

国立大学法人東京農工大学組織運営規則第 3条第1項、第

3条の2第1項、第4条第2項、第5条第 1項、第 5条の 2第

1項、第6条第1項及び第3項、第9条第 1項並びに第 11条

第1項に定める組織及び施設をいう。 

 

   附 則(平成30年4月1日規程第12号) 

この規程は、平成 30年4月1日から施行する。 


